
資料№１  

 

第２６号議案 

 

福井県奨学育英基金管理規則の一部改正について 

 

別紙のとおり、福井県奨学育英基金管理規則（昭和４５年教育委員会規則第８号）

の一部を改正する。 

 

平成２８年１０月２５日提出 

教育長  森 近  悦 治 

 

 

提 案 理 由 

 

現行の学業やスポーツに励む高校生等を対象とした給付型奨学金（福井県きぼう応

援奨学金）に加え、海外に留学する高校生を対象とした給付型奨学金（福井県きぼう

応援海外留学奨学金）事業を実施するため、この案を提出する。 



福井県奨学育英基金管理規則の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

 

現行の学業やスポーツに励む高校生等を対象とした給付型奨学金（福井県

きぼう応援奨学金）に加え、海外に留学する高校生を対象とした給付型奨学

金（福井県きぼう応援海外留学奨学金）事業を実施するため、所要の規定の

整備を行う。 

 

 

２ 改正の主な内容 

 

・給付型奨学金に「福井県きぼう応援海外留学金」を追加（第一条の二） 

 

・給付対象者の要件を規定（第二条の二） 

県内の高校生で１年間または２年間の留学をするもの 

 

・給付金額を規定（第三条） 

１学年間留学 年額３０万円 

２学年間留学 アジア 年額２５０万円、その他の国・地域 年額３００万円 

 

・奨学生の採用から給付までの手続きを規定（第四条～第六条、第八条） 

・奨学生の報告の手続きを規定（第九～十条、第二十条） 

・奨学金の給付の廃止および返還について規定（第十四条、第十七条） 

・様式の整備（第５号願書(第四条関係)、第７号の４採用通知書(第六条関係)） 

 

 

３ 施行期日  公布日施行 

 

※ただし、福井県きぼう応援海外留学奨学金については、平成２８年４

月１日以降に留学を開始したものを対象とすることができる旨を附則

に規定 



 

福
井
県
奨
学
育
英
基
金
管
理
規
則

(
昭
和

4 5

年
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号

)
新
旧
対
照
表

 

改
正
案

 
現
行

 

(
意
義

)
 

(
意
義

)
 

第
一
条
の
二
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

第
一
条
の
二
 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

一
 
（
略
）

 
一
 
（
略
）

 

二
 
修
学
奨
学
金
 
通
学
奨
学
金
、
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金
お
よ
び
福
井
県

き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
以
外
の
奨
学
金
を
い
う
。

 

二
 
修
学
奨
学
金
 
通
学
奨
学
金
お
よ
び
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以
外
の
奨
学
金
を
い
う
。

 

三
 
（
略
）

 
三
 
（
略
）

 

四
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金
 
向
学
心
に
富
み
、
優
れ
た
素
質
を
有
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
生
徒
ま
た
は
学
生

で
あ
つ
て
、
教
育
委
員
会
が
奨
学
金
の
給
付
を
必
要
と
認
め
る
も
の
に
給
付
す

る
奨
学
金
を
い
う
。

 

四
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金
 
向
学
心
に
富
み
、
優
れ
た
素
質
を
有
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
生
徒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
つ
て
、
教
育
委
員
会
が
奨
学
金
の
給
付
を
必
要
と
認
め
る
も
の
に
給
付
す

る
奨
学
金
を
い
う
。

 

五
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
 
外
国
の
高
等
学
校
に
留
学
す
る
、

向
学
心
に
富
み
、
優
れ
た
資
質
を
有
す
る
生
徒
ま
た
は
学
生
で
あ
っ
て
、
教
育

委
員
会
が
奨
学
金
の
給
付
を
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
す
る
奨
学
金
を
い
う
。

 

 

六
 
（
略
）

 
五
 
（
略
）

 

七
 
給
付
奨
学
生
 
第
四
号
の
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
る
者
を
い
う
。

 
六
 
給
付
奨
学
生
 

 
 
 
 
 
 
 
 
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
る
者
を
い
う
。

 

八
 
留
学
奨
学
生
 
第
五
号
の
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
る
者
を
い
う
。

 

 

九
 
奨
学
生
 
貸
与
奨
学
生
、
給
付
奨
学
生
お
よ
び
留
学
奨
学
生
を
い
う
。

 
七
 
奨
学
生
 
貸
与
奨
学
生
お
よ
び
給
付
奨
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
い
う
。

 

十
 
（
略
）

 
八
 
（
略
）

 

十
一
 
（
略
）

 
九
 
（
略
）

 

十
二
 
（
略
）

 
十
 
（
略
）

 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

(
給
付
対
象
者

)
 

(
給
付
対
象
者

)
 

第
二
条
の
二
 
（
略
）

 
第
二
条
の
二
 
（
略
）

 

２
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
お
よ
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
教
育
委
員
会
が
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨

学
金
の
給
付
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一
 
日
本
国
籍
ま
た
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

(
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号

)
別
表
第
二
の
永
住
者
の
在
留
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

二
 
高
等
学
校
も
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
生
徒
ま
た
は
高
等
専
門
学
校
の
学
生

の
海
外
留
学
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
意
思
が
あ
る
こ
と
。

 

三
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
留
学
を
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

イ
 
学
校
教
育
法
施
行
規
則

(
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号

)
第
九
十
三

条
第
二
項

(
同
令
第
百
十
三
条
第
三
項
ま
た
は
第
百
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)
ま
た
は
同
令
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
単
位
の
修
得
の
認
定
が
見
込
ま
れ
る
留
学

 

ロ
 
公
益
社
団
法
人
ま
た
は
公
益
財
団
法
人
が
斡
旋
す
る
外
国
の
高
等
学
校
へ

の
留
学

 

四
 
一
学
年
度
間

(
留
学
先
の
高
等
学
校
に
お
け
る
一
年
間
の
課
程
の
履
修
に
必
要

な
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)
ま
た
は
二
学
年
度
間

(
留
学
先
の
高
等
学
校
に
お

け
る
二
年
間
の
課
程
の
履
修
に
必
要
な
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)
の
留
学
を

す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

 

 

(
奨
学
金
の
貸
付
額
お
よ
び
給
付
額

)
 

(
奨
学
金
の
貸
付
額
お
よ
び
給
付
額

)
 

第
三
条
 
（
略
）

 
第
三
条
 
（
略
）

 

２
・
３
 
（
略
）

 
２
・
３
 
（
略
）

 

（
略
）

 
（
略
）

 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

４
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
の
給
付
額
は
、
一
学
年
度
間
の
留
学
に

つ
い
て
は
年
額
三
十
万
円
以
内
、
二
学
年
度
間
の
留
学
に
つ
い
て
は
年
額
三
百
万

円
以
内

(
留
学
先
が
外
務
省
組
織
令

(
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号

)
第
二
条

の
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
の
所
掌
に
属
す
る
国
ま
た
は
地
域

(
同
令
第
三
十
七
条
第
一
項

の
大
洋
州
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

)
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
年
額

二
百
五
十
万
円
以
内

)
で
、
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
額
と
す
る
。

 

 

(
出
願
手
続

)
 

(
出
願
手
続

)
 

第
四
条
 
奨
学
金

(
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金
お
よ
び
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留

学
奨
学
金
を
除
く
。
)
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

(
以
下
「
出
願
者
」
と
い
う
。
)

は
、
連
帯
保
証
人
と
連
署
し
た
福
井
県
奨
学
生
願
書

(
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号

ま
た
は
様
式
第
三
号
。
次
条
に
お
い
て
「
願
書
」
と
い
う
。

)
に
、
出
願
者
と
生
計

を
一
に
す
る
者
の
所
得
に
関
す
る
証
明
書
そ
の
他
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
そ
の
在
学
す
る
学
校
の
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
推
薦

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
四
条
 
奨
学
金

(
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
を
除
く
。
)
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

(
以
下
「
出
願
者
」
と
い
う
。
)

は
、
連
帯
保
証
人
と
連
署
し
た
福
井
県
奨
学
生
願
書

(
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号

ま
た
は
様
式
第
三
号
。
次
条
に
お
い
て
「
願
書
」
と
い
う
。

)
に
、
出
願
者
と
生
計

を
一
に
す
る
者
の
所
得
に
関
す
る
証
明
書
そ
の
他
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
そ
の
在
学
す
る
学
校
の
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
推
薦

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 

３
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

(
以
下
「
き
ぼ
う
出

願
者
」
と
い
う
。

)
は
、
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
生
願
書

(
様
式
第
四
号

 
 
 
 
。
次

条
に
お
い
て
「
き
ぼ
う
願
書
」
と
い
う
。

)
に
、
き
ぼ
う
出
願
者
と
生
計
を
一
に
す

る
者
の
所
得
に
関
す
る
証
明
書
そ
の
他
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
類
を
添
え
、
在
学
す
る
学
校
の
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
推
薦
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
在
学
す
る
学
校
が
市
町
立
中
学
校
で
あ
る

場
合
は
、
そ
の
学
校
が
所
在
す
る
市
町
の
市
町
教
育
委
員
会
の
推
薦
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

(
以
下
「
き
ぼ
う
出

願
者
」
と
い
う
。

)
は
、
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
奨
学
生
願
書

(
様
式
第
三
号
の
二
。
次

条
に
お
い
て
「
き
ぼ
う
願
書
」
と
い
う
。

)
に
、
き
ぼ
う
出
願
者
と
生
計
を
一
に
す

る
者
の
所
得
に
関
す
る
証
明
書
そ
の
他
学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
類
を
添
え
、
在
学
す
る
学
校
の
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
推
薦
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
在
学
す
る
学
校
が
市
町
立
中
学
校
で
あ
る

場
合
は
、
そ
の
学
校
が
所
在
す
る
市
町
の
市
町
教
育
委
員
会
の
推
薦
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

４
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

(
以
下

「
留
学
出
願
者
」
と
い
う
。

)
は
、
一
学
年
度
間
ご
と
に
、
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海

外
留
学
奨
学
生
願
書

(
様
式
第
五
号
。
次
条
に
お
い
て
「
留
学
願
書
」
と
い
う
。

)

を
在
学
す
る
県
内
の
学
校
の
長
に
提
出
し
て
、
そ
の
推
薦
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

 

(
奨
学
生
の
推
薦

)
 

(
奨
学
生
の
推
薦

)
 

第
五
条
 
（
略
）

 
第
五
条
 
（
略
）

 

２
 
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
が
き
ぼ
う
出
願
者
を
推
薦
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
実
情
を
調
査
し
、
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え

て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
の
上
、
前
条
第
三
項
の
き
ぼ
う
願
書
を
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
が
き
ぼ
う
出
願
者
を
推
薦
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
実
情
を
調
査
し
、
第
二
条
の
二

 
 
 
 
 
 
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え

て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
の
上
、
前
条
第
三
項
の
き
ぼ
う
願
書
を
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
が
留
学
出
願
者
を
推
薦
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
実
情
を
調
査
し
、
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
備
え
て

い
る
か
ど
う
か
を
審
査
の
上
、
前
条
第
四
項
の
留
学
願
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

(
奨
学
生
の
採
用

)
 

(
奨
学
生
の
採
用

)
 

第
六
条
 
（
略
）

 
第
六
条
 
（
略
）

 

２
～
５
 
（
略
）

 
２
～
５
 
（
略
）

 

６
 
教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
留
学
奨
学
生
の
採
用
を
決
定
し
た
と

き
は
、
そ
の
決
定
を
受
け
た
者

(
以
下
「
留
学
採
用
者
」
と
い
う
。

)
に
対
し
、
そ

の

在
学
す
る
学
校
の
長
を
経
て
、
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
生
採
用
通
知

書
(
様
式
第
七
号
の
四

)
を
交
付
す
る
。

 

 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

(
奨
学
金
の
貸
付
け
ま
た
は
給
付

)
 

(
奨
学
金
の
貸
付
け
ま
た
は
給
付

)
 

第
八
条
 
奨
学
金

(
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
を
除
く
。

)
は
、
毎
月
一
箇

月
分
ず
つ
貸
し
付
け
、
ま
た
は
給
付
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
二
箇
月
分
以
上
を
貸
し
付
け
、
ま
た
は
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
八
条
 
奨
学
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
毎
月
一

箇
月
分
ず
つ
貸
し
付
け
、
ま
た
は
給
付
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
に
は
二
箇
月
分
以
上
を
貸
し
付
け
、
ま
た
は
給
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
福
井
県
き
ぼ
う
応
援
海
外
留
学
奨
学
金
は
、
留
学
奨
学
生
か
ら
の
請
求
に
基
づ

き
、
一
学
年
度
間
分
ご
と
に
給
付
す
る
。

 

 

(
学
業
成
績
お
よ
び
生
活
状
況
の
報
告

)
 

(
学
業
成
績
お
よ
び
生
活
状
況
の
報
告

)
 

第
九
条
 
奨
学
生

(
留
学
奨
学
生
を
除
く
。

)
は
、
毎
年
四
月
十
日
ま
で
に
学
業
成
績
表

お
よ
び
生
活
状
況
報
告
書
を
、
そ
の
在
学
す
る
学
校
の
長
を
経
て
、
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
九
条
 
奨
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
毎
年
四
月
十
日
ま
で
に
学
業
成
績

表
お
よ
び
生
活
状
況
報
告
書
を
、
そ
の
在
学
す
る
学
校
の
長
を
経
て
、
教
育
委
員

会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
二
学
年
度
間
の
留
学
を
す
る
留
学
奨
学
生
は
、
一
学
年
度
間
の
履
修
を
修
了
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
留
学
状
況
報
告
書
を
、
そ
の
在
学
す
る
県
内
の
学
校
の

長
を
経
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

３
 
留
学
奨
学
生
は
、
留
学
が
修
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
留
学
修
了
報
告
書

を
、
そ
の
在
学
す
る
県
内
の
学
校
の
長
を
経
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

 

(
異
動
届

)
 

(
異
動
届

)
 

第
十
条
 
奨
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

異
動
届

(
様
式
第
九
号

)
を
、
そ
の
在
学
し
、
ま
た
は
在
学
し
た
学
校
の
長

(
留
学
奨

学
生
に
あ
つ
て
は
、
県
内
の
学
校
の
長
。
以
下
同
じ
。

)
を
経
て
、
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
十
条
 
奨
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

異
動
届

(
様
式
第
九
号

)
を
、
そ
の
在
学
し
、
ま
た
は
在
学
し
た
学
校
の
長

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
経
て
、
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一
～
七
 
（
略
）

 
一
～
七
 
（
略
）

 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

(
奨
学
金
の
貸
付
け
ま
た
は
給
付
の
廃
止

)
 

(
奨
学
金
の
貸
付
け
ま
た
は
給
付
の
廃
止

)
 

第
十
四
条
 
（
略
）

 
第
十
四
条
 
（
略
）

 

２
 
留
学
奨
学
生
は
、
留
学
す
る
外
国
の
高
等
学
校
に
お
い
て
、
第
十
二
条
ま
た
は

前
項
各
号

(
第
六
号
を
除
く
。

)
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、

直
ち
に
そ
の
旨
を
在
学
す
る
県
内
の
学
校
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

３
 
奨
学
生
の
在
学
す
る
学
校
の
長
は
、
第
十
二
条
ま
た
は
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

(
留
学
奨
学
生
の
在
学
す
る
県
内
の
学
校
の
長

に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き

)
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を

教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
奨
学
生
の
在
学
す
る
学
校
の
長
は
、
第
十
二
条
ま
た
は
前
項
各
号

 
 
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

、
直
ち
に
そ
の
旨

を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
奨
学
金
の
返
還

)
 

(
奨
学
金
の
返
還

)
 

第
十
七
条
 
（
略
）

 
第
十
七
条
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 

３
 
給
付
奨
学
生
お
よ
び
留
学
奨
学
生
に
第
十
二
条
も
し
く
は
第
十
四
条
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
者
が
給
付

条
件
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
既
に
給
付
し
た
奨
学
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の

返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
給
付
奨
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
給
付

条
件
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奨
学
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の

返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(
死
亡
届

)
 

(
死
亡
届

)
 

第
二
十
条
 
（
略
）

 
第
二
十
条
 
（
略
）

 

２
 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

 

３
 
給
付
奨
学
生
ま
た
は
留
学
奨
学
生
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
は
、
直

ち
に
、
死
亡
届
を
当
該
給
付
奨
学
生
ま
た
は
留
学
奨
学
生
の
在
学
し
た
学
校
の
長

を
経
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
給
付
奨
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
は
、
直

ち
に
、
死
亡
届
を
当
該
給
付
奨
学
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
在
学
し
た
学
校
の
長

を
経
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

附
 
則

 

（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

 

２
 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年

四
月
一
日
以
降
に
留
学
を
開
始
し
た
生
徒
ま
た
は
学
生
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

 

 
 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

様
式
第
４
号

(
第
４
条
関
係

)
 

様
式
第
３
号
の
２

(
第
４
条
関
係

)
 

（
略
）

 
（
略
）

 

様
式
第
５
号

(
第
４
条
関
係

)
 

様
式
第
４
号
お
よ
び
様
式
第
５
号
 
削
除

 

 
 

 
 



 

改
正
案

 
現
行

 

様
式
第
７
号
の
４

(
第
６
条
関
係

)
 

 

  

 

 


